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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿の画像を読み取る画像読取部と、前記画像読取部に原稿を搬送する原稿搬送部と、
前記画像読取部によって読み取った画像情報に基づいてシートに画像を形成する画像形成
部と、を備えた画像形成装置において、
　原稿及び前記画像読取部により画像が読み取られた後の画像読取済み原稿を格納する原
稿格納部と、前記画像形成部によって画像が形成されたシートを格納するシート格納部と
を有する格納部材を着脱自在に備え、
　前記格納部材の前記原稿格納部に格納された原稿を前記原稿搬送部が前記画像読取部に
搬送すると共に画像読取済み原稿を前記原稿格納部に格納し、前記画像形成部によって画
像が形成されたシートを装着位置が変更された前記格納部材の前記シート格納部に格納す
ることを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記画像形成部により画像が形成されたシートが排出されるシート排出部を備え、
　原稿画像を読み取る際には、前記格納部材を、前記原稿格納部に格納された原稿を搬送
して画像読取済み原稿を前記原稿格納部に格納するために前記原稿搬送部に取り付け、画
像が形成されたシートを排出する際には、前記格納部材を、排出されるシートを前記シー
ト格納部に格納するよう前記シート排出部に取り付けることを特徴とする請求項１記載の
画像形成装置。
【請求項３】
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　前記格納部材が前記シート排出部に取り付けられたことを検知する検知部と、
　前記画像形成部の画像形成動作を制御する制御部と、を備え、
　前記制御部は、前記検知部から検知信号が入力されると、前記画像読取部により読み取
った原稿情報に基づき画像形成動作を行うよう前記画像形成部を制御することを特徴とす
る請求項２記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記原稿搬送部に着脱自在に取り付けられた前記格納部材を識別する第１識別部と、
　前記シート排出部に着脱自在に取り付けられた前記格納部材を識別する第２識別部と、
を備え、
　前記制御部は、前記第１識別部と前記第２識別部の識別結果が同じ場合に画像形成動作
を行うよう前記画像形成部を制御することを特徴とする請求項３記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記第１識別部及び前記第２識別部は、前記格納部材の設けられた被識別部を識別する
ことにより前記格納部材を識別することを特徴とする請求項４記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記格納部材は、前記原稿格納部として原稿を格納する第１の格納部と、前記画像読取
部により画像が読み取られた後の画像読取済み原稿を格納する第２の格納部を備えたもの
であること特徴とする請求項１ないし５のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項７】
　前記格納部材は、不透明な部材で形成されていること特徴とする請求項１ないし６のい
ずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項８】
　原稿の画像を読み取る画像読取部と、前記画像読取部に原稿を搬送する原稿搬送部と、
前記画像読取部によって読み取った画像情報に基づいてシートに画像を形成する画像形成
部と、前記画像形成部により画像が形成されたシートが排出されるシート排出部とを備え
た画像形成装置本体に着脱自在に設けられる格納部材であって、
　原稿及び前記画像読取部により画像が読み取られた後の画像読取済み原稿を格納する原
稿格納部と、前記画像形成部によって画像が形成された後、前記シート排出部により排出
されるシートを格納するシート格納部とを有し、前記シート格納部にシートを格納する際
には、装着位置が変更されることを特徴とする格納部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、格納部材及び画像形成装置に関し、特に原稿及び画像が形成されたシートの
秘匿性を確保するための構成に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、デジタル複写機、プリンタ、ファクシミリ等の画像形成装置においては、原稿の
画像を読み取る画像読取部と、画像読取部によって読み取った画像情報に基づいてシート
に画像を形成する画像形成部を備えたものがある。
【０００３】
　このような画像形成装置において、シートに画像を形成する場合は、まず原稿搬送部に
より原稿を画像読取部に搬送し、画像読取部によって原稿画像を読み取った後、画像情報
に基づいて画像形成部によりシートに画像を形成する。そして、このようにシートに画像
を形成した後、シートをシート排出部に排出する。
【０００４】
　ところで、このような従来の画像形成装置の一例である複写機において、利用者が複写
操作をする際には、原稿台もしくは原稿搬送部を構成する自動原稿給送装置に複写する原
稿を置くことで複写動作（画像形成動作）を開始する。
【０００５】
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　ところが、このような原稿の複写の際、利用者が複写前や複写済の原稿、複写されたシ
ートである成果物を置き忘れる場合がある。ここで、このように原稿や成果物を置き忘れ
た場合、特に置き忘れた原稿や成果物が他人には見られたくない機密書類等の場合、情報
漏洩が発生するおそれがある。
【０００６】
　そこで、このような置き忘れによる情報漏洩を防止するため、即ち原稿や成果物の秘匿
性を確保するため、近年の複写機においては、画像が読み取られた後の原稿を保管する原
稿保管部を設けた物がある（特許文献１参照）。また、同様に、機密情報等が複写され、
複写機から排出される成果物を、第三者から秘匿する秘匿手段を設けた物がある（特許文
献２参照）。
【０００７】
【特許文献１】特開２００６－１０８７９６号公報
【特許文献２】特開２００４－９８３７９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、このように原稿保管部や秘匿手段を備えた従来の複写機（画像形成装置
）において、複写動作を行っている際、複写しようとしている原稿が覗き見される場合が
ある。
【０００９】
　また、原稿台や自動原稿給送装置に置かれた原稿が持ち去られる場合がある。さらに、
成果物が、他者の複写行為による成果物と混載される可能性があり、この場合、成果物を
無作為的に所有者以外が持ち去っていく場合がある。このように、従来は、原稿及び成果
物の秘匿性を確保するのが困難であることから、原稿及び成果物の秘匿性を確保すること
のできる格納部材の要求が高まっていた。
【００１０】
　そこで、本発明は、このような現状に鑑みてなされたものであり、原稿及び成果物の秘
匿性を確保することのできる格納部材及び画像形成装置を提供することを目的とするもの
である。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、原稿の画像を読み取る画像読取部と、前記画像読取部に原稿を搬送する原稿
搬送部と、前記画像読取部によって読み取った画像情報に基づいてシートに画像を形成す
る画像形成部と、を備えた画像形成装置において、原稿及び前記画像読取部により画像が
読み取られた後の画像読取済み原稿を格納する原稿格納部と、前記画像形成部によって画
像が形成されたシートを格納するシート格納部とを有する格納部材を着脱自在に備え、前
記格納部材の前記原稿格納部に格納された原稿を前記原稿搬送部が前記画像読取部に搬送
すると共に画像読取済み原稿を前記原稿格納部に格納し、前記画像形成部によって画像が
形成されたシートを装着位置が変更された前記格納部材の前記シート格納部に格納するこ
とを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明のように、原稿、画像読取済み原稿及び画像が形成されたシートである成果物を
同一の格納部材に格納することにより、原稿及び成果物の秘匿性を確保することができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を、図面に基づき詳細に説明する。
【００１４】
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る画像形成装置の一例である複写機の構成を示
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す図である。
【００１５】
　図１において、２００は複写機、２００Ａは複写機本体であり、この複写機本体２００
Ａの上面には画像読取装置２０１が、また複写機本体２００Ａの内部には画像形成部２２
０が設けられている。また、２５０は、画像形成装置本体である複写機本体２００の複写
動作等を制御する制御部である。
【００１６】
　画像読取装置２０１は原稿の画像を読み取る原稿読取部であるスキャナ部２０２と、ス
キャナ部２０２の上面に上下方向に開閉回動可能に設けられ、スキャナ部２０２に原稿を
搬送する原稿搬送部である自動原稿給送装置（ＡＤＦ）３００とを備えている。
【００１７】
　ここで、スキャナ部２０２は、スキャナ部２０２の上面に設けられているシート載置台
としてのプラテンガラス２０３と、プラテンガラス２０３上の原稿の画像を走査して読み
取るための画像読取手段２０４を備えている。
【００１８】
　自動原稿給送装置３００は、プラテンガラス２０３に載置された原稿を上方より押える
シート押圧部を構成するものであり、スキャナ部２０２のシート搬送方向と平行な一端に
開閉自在に取付けられている。そして、プラテンガラス２０３上に原稿を載置する場合は
、自動原稿給送装置３００を開放した後、プラテンガラス２０３上の所定の画像読み取り
位置に原稿を載置するようにしている。
【００１９】
　また、この自動原稿給送装置３００は、原稿が載置される原稿トレイ３０１と、原稿を
給送する給送部３０２を備えている。ここで、給送部３０２は、原稿トレイ３０１に画像
形成面を上にした状態で積載された原稿を順次最上位のものから一枚ずつ取出しプラテン
ガラス２０３の一端側（図中左端側）に供給するためのものである。
【００２０】
　そして、この給送部３０２には、原稿トレイ３０１に載置された原稿を給送するための
原稿給送手段３０４と、プラテンガラス２０３上に原稿を搬送する原稿搬送部３０５を備
えている。なお、この原稿搬送部３０５には、プラテンガラス２０３の上面を覆うように
搬送ベルト３０６が設けられている。
【００２１】
　また、給送部３０２には画像が読み取られた後の原稿を、原稿トレイ３０１に排出する
ための排紙ローラ３０７が設けられている。そして、この排紙ローラ３０７は、搬送ベル
ト３０６によってプラテンガラス２０３の左端側から搬出された原稿を受け取って原稿ト
レイ３０１に排出する。
【００２２】
　次に、このように構成された画像読取装置２０１の、例えば自動原稿給送装置３００に
よりプラテンガラス上に搬送された原稿の画像を読み取る動作について説明する。
【００２３】
　この場合、まず自動原稿給送装置３００において、原稿トレイ３０１に載置された原稿
を給送部３０２によりスキャナ部２０２のプラテンガラス２０３上に搬送し、この後、原
稿は搬送ベルト３０６により搬送される。次に、原稿は、搬送ベルト３０６によりプラテ
ンガラス２０３上の所定の画像読み取り位置に搬送され、この位置で停止する。
【００２４】
　このように原稿が画像読み取り位置で停止した後、スキャナ部２０２の画像読取手段２
０４を矢印方向に移動し、原稿画像を読み取る。なお、このように画像読取手段２０４に
よって読み取られた画像情報は、後述する図５に示す内部メモリ２５２に画像情報として
格納される。
【００２５】
　次に、このようにしてスキャナ部２０２において画像が読み取られた後、例えば画像が
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読み取られた原稿を原稿トレイ３０１上に排出する場合は、搬送ベルト３０６を反転させ
、画像読取り済の原稿を排紙ローラ３０７に搬送する。そして、この後、画像読取り済の
原稿は、排紙ローラ３０７により原稿トレイ３０１に排出される。
【００２６】
　一方、画像形成部２２０には、露光手段２３０、円筒状の感光ドラム２２１、帯電器２
２２、現像器２２３、クリーニング装置２２４が設けられている。さらに、画像形成部２
２０の下流側には定着装置２２５、排紙ローラ２２６及び排紙トレイ２７０を備えたシー
ト排出部２７１等が配設されている。
【００２７】
　そして、画像形成部２２０においてシートに画像を形成する際は、まず既述したように
画像読取装置２０１により読み取られ、内部メモリに格納されている画像情報に基づき、
露光手段２３０が不図示のポリゴンミラー等を介して感光ドラム２２１に光を照射する。
【００２８】
　このとき、感光ドラム２２１の表面は帯電器２２２により一様に帯電されており、この
ように光が照射されると、感光ドラム表面に静電潜像が形成され、この静電潜像を現像器
２２３により現像することにより、感光ドラム表面にトナー像が形成される。
【００２９】
　一方、このようなトナー像形成動作に並行してカセット２４０にセットされたシートＳ
が給紙ローラ２４１によってレジストローラ２４２まで搬送される。次に、シートＳは、
レジストローラ２４２によってシート先端と感光ドラム２２１のトナー像の先端を合わせ
るようなタイミングで感光ドラム２２１と転写帯電器２４３とにより構成される転写部ま
で搬送される。そして、転写部を通過する際、転写帯電器２４３に転写バイアスが印加さ
れることにより、感光ドラム上のトナー像がシートＳに転写される。
【００３０】
　次に、トナー像が転写されたシートＳは、定着装置２２５まで搬送され、定着装置２２
５を通過する際に、トナー像が熱定着される。そして、定着されたシートＳは、シート排
出部３０９に設けられた排紙ローラ２２６により排紙トレイ２７０に排出される。
【００３１】
　ところで、本実施の形態においては、他人には見られたくない機密書類等の秘匿性を確
保すべき原稿を複写する場合がある。この場合には、図２に示す格納部材である格納容器
１０２に機密書類等の原稿を格納した後、この格納容器１０２を図３に示すように自動原
稿給送装置３００にセットする。
【００３２】
　ここで、この格納容器１０２は、格納されている内容物が視認不可となるよう、例えば
ＡＢＳ樹脂やポリカーボネート等の不透明な材料により形成されている。なお、半透明の
材質であっても、格納された原稿や成果物が視認出来なければ、格納容器１０２を他の材
質のもので形成しても良い。
【００３３】
　格納容器１０２は、原稿Ｄを格納する第１の格納部である原稿格納庫１１０と、画像原
稿が読み取られた読み取り済の原稿（以下、読取原稿という）Ｄ１を格納する第２の格納
部である読取原稿格納庫１０４とを備えた原稿格納部を備えている。また、この格納容器
１０２は、後述するように機密書類等の原稿を複写したシートである成果物Ｓ１を格納す
るシート格納部である成果物格納庫１２２を備えている。
【００３４】
　なお、図２において、１０３は格納容器本体１０２ａに一端が軸支され、格納容器本体
１０２ａに開閉自在に設けられた第１の蓋であり、原稿Ｄを格納する際には、この第１の
蓋１０３を開放して原稿格納庫１１０に格納する。また、１０５は格納容器本体１０２ａ
に一端が軸支され、格納容器本体１０２ａに開閉自在に設けられた第１シャッタであり、
読取原稿格納庫１０４に格納された読取原稿Ｄ１を取り出す際には、この第１シャッタ１
０５を開放する。
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【００３５】
　１２０は格納容器本体１０２ａに一端が軸支され、格納容器本体１０２ａに開閉自在に
設けられた第２の蓋であり、成果物格納庫１２２に格納された成果物Ｓ１を取り出す際に
は、この第２の蓋１２０を開放して取り出す。
【００３６】
　１０７は格納容器本体１０２ａに一端が軸支され、格納容器本体１０２ａに開閉自在に
設けられた第２シャッタであり、この第２シャッタ１０７により原稿格納庫１１０、読取
原稿格納庫１０４及び成果物格納庫１２２の一側が閉じられるようになっている。ここで
、この第２シャッタ１０７は、格納容器１０２を持ち運ぶ際には不図示のバネにより閉じ
られるようになっている。そして、このように第２シャッタ１０７が閉じられることによ
り、格納容器１０２を持ち運ぶ際、格納容器１０２から原稿等が飛び出すのを防ぐことが
できる。
【００３７】
　なお、第２シャッタ１０７の下端には係合部１０６が突設されており、この係合部１０
６は、図３に示すように格納容器１０２が自動原稿給送装置３００にセットされた際、自
動原稿給送装置３００に設けられた不図示の突起部に引っかかるようになっている。そし
て、このように係合部１０６が突起部に引っかかることにより、第２シャッタ１０７は、
不図示のバネに抗しながら下方回動する。
【００３８】
　ここで、このように第２シャッタ１０７が下方回動することにより、原稿格納庫１１０
、読取原稿格納庫１０４及び成果物格納庫１２２の一側が開放され、この結果、原稿Ｄの
送り出し及び読取原稿Ｄ１の格納が可能となる。なお、格納容器１０２を自動原稿給送装
置３００にセットした際、第２シャッタ１０７以外の第１シャッタ１０５、第１の蓋１０
３及び第２の蓋１２０は、自動原稿給送装置３００と干渉して開放できないように構成さ
れている。
【００３９】
　一方、後述するように、全ての原稿Ｄの読み取りが終了し、読取原稿Ｄ１が読取原稿格
納庫１０４に格納されると、格納容器１０２は自動原稿給送装置３００から取り外される
。そして、格納容器１０２は、図４に示すように排紙トレイ２７０に載置された状態でシ
ート排出部２７１に設けられた成果物積載部３０９に着脱自在に装着（セット）される。
【００４０】
　ここで、例えば排紙トレイ２７０にも、不図示の突起部が設置されており、これにより
成果物積載部３０９に格納容器１０２がセットされる際にも、格納容器１０２の第２シャ
ッタ１０７が開放される。この結果、画像が形成された後、排紙ローラ２２６から排出さ
れる成果物Ｓ１が成果物格納庫１２２に格納される。
【００４１】
　なお、図５は、複写機２００の制御ブロック図であり、図５に示すように制御部２５０
には、後述するように格納容器１０２が成果物積載部３０９にセットされたことを検知す
る装着検知センサ２５１が接続されている。そして、制御部２５０は、装着検知センサ２
５１からの検知信号により内部メモリ２５２に格納した画像情報を読み出し、この画像情
報に基づいて画像形成を行うよう画像形成部２２０を制御する。また、制御部２５０には
、不図示のコピーボタン及び表示部を備えた操作部２５３、画像読取装置２０１等が接続
されている。
【００４２】
　次に、このような格納容器１０２を用いて行われる複写機２００の複写動作について説
明する。
【００４３】
　まず、ユーザは格納容器１０２の第１の蓋１０３を開放することにより、原稿Ｄを原稿
格納庫１１０に格納し、この後、原稿Ｄが格納された格納容器１０２を、図３に示すよう
に自動原稿給送装置３００に傾斜した状態でセットする。この際、格納容器１０２の第２
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シャッタ１０７の係合部１０６が、自動原稿給送装置３００に設けられている突起部に引
っかかり、第２シャッタ１０７が開放される。この結果、原稿格納庫１１０、読取原稿格
納庫１０４及び成果物格納庫１２２の給送部側が開放される。
【００４４】
　次に、この状態でコピーボタンが押下されると、自動原稿給送装置３００の給送部３０
２により原稿格納庫１１０に格納されている原稿Ｄがプラテンガラス２０３上に送り出さ
れ、画像読取手段２０４により原稿画像が読み取られる。なお、このように画像が読み取
られた後、読取原稿Ｄ１は、搬送ベルト２０７の反転と、排紙ローラ３０７により格納容
器１０２内の読取原稿格納庫１０４に格納される。なお、このように順次読み取られた原
稿Ｄの画像情報は、一旦、内部メモリ２５２に格納される。
【００４５】
　次に、全ての原稿Ｄの読み取りが終了すると、格納容器１０２は自動原稿給送装置３０
０から取り外され、図４に示すように、成果物積載部３０９に着脱自在に装着（セット）
される。なお、このように格納容器１０２がセットされる際、格納容器１０２の第２シャ
ッタ１０７の係合部１０６が、成果物積載部３０９に設けられている不図示の突起部に引
っかかり、第２シャッタ１０７が開放される。この結果、原稿格納庫１１０、読取原稿格
納庫１０４及び成果物格納庫１２２の排紙ローラ側が開放される。
【００４６】
　ここで、複写機本体２００には格納容器１０２の装着を検知する検知部である装着検知
センサ２５１（図５参照）が設けられている。そして、制御部２５０は、装着検知センサ
２５１から格納容器１０２が成果物積載部３０９にセットされたこと示す検知信号が入力
されると、内部メモリ２５２に格納した画像情報（原稿情報）に基づき画像形成部２２０
により画像形成を行う。
【００４７】
　なお、このように画像形成部２２０により画像が形成された後、成果物Ｓ１を格納容器
１０２の成果物格納庫１２２に格納する。つまり、本実施の形態においては、格納容器１
０２が接続されない場合には、画像形成が行われないように構成されると共に、画像形成
動作を行った場合には、画像形成された成果物Ｓ１を格納容器１０２に格納する構成とな
っている。
【００４８】
　なお、全ての原稿データが画像形成され、成果物Ｓ１の全てが格納容器１０２に格納さ
れた後、ユーザにより格納容器１０２は取り外される。そして、ユーザは、この後、第１
シャッタ１０５を開放して読取原稿格納庫１０４内の読取原稿Ｄ１を取り出し、更に成果
物Ｓ１を第２の蓋１２０を開放することにより取り出す。
【００４９】
　次に、このような格納容器１０２を用いて行われる複写機２００の複写動作について図
６に示すフローチャートを用いて説明する。
【００５０】
　ユーザは、他人に見せたくない原稿を複写しようとする場合、まず複写する原稿Ｄを格
納容器１０２の原稿格納庫１１０に格納する（Ｓ２０２）。次に、格納容器１０２を自動
原稿給送装置３００にセット（接続）する（Ｓ２０３）。この際、第２シャッタ１０７は
、バネに抗しながら下方回動し、これにより原稿格納庫１１０、読取原稿格納庫１０４及
び成果物格納庫１２２の給送部側が開放される。
【００５１】
　次に、ユーザが操作部２５３に設けられた不図示のコピーボタンを押下すると（Ｓ２０
４のＹ）、原稿格納庫１１０に格納された原稿Ｄが自動原稿給送装置３００の給送部３０
２によりプラテンガラス２０３上の画像読み取り位置に順次搬送される。そして、この位
置で順次画像読取手段２０４により原稿が読取られる（Ｓ２０５）。
【００５２】
　ここで、このように画像読取手段２０４により順次読み取った原稿画像情報である読取
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原稿データは内部メモリ２５２に格納される（Ｓ２０６）。また、このように画像情報が
読み取られた読取原稿Ｄ１は、排紙ローラ３０７により格納容器１０２の読取原稿格納庫
１０４に格納される（Ｓ２０７）。
【００５３】
　次に、このような原稿画像の読み取り及び読取原稿Ｄ１の格納を順次行い、やがて読取
原稿Ｄ１の読取原稿格納庫１０４への格納が全て終了すると、操作部２５３に設けられた
表示部には読取が終了したことを示す「読取終了」が表示される（Ｓ２０８）。そして、
このような表示がなされると、ユーザは格納容器１０２を、自動原稿給送装置３００から
取り外す（Ｓ２０９）。
【００５４】
　なお、格納容器１０２を取り外すと、第２シャッタ１０７は、バネにより原稿格納庫１
１０、読取原稿格納庫１０４及び成果物格納庫１２２の給紙部側を塞ぐ位置に復帰する。
このため、格納容器１０２を取り外しても、読取原稿格納庫１０４から読取原稿Ｄ１が、
また原稿格納庫１１０に原稿Ｄが残っている場合には、この原稿Ｄも落下しないようにす
ることができる。
【００５５】
　次に、自動原稿給送装置３００から取り外された格納容器１０２を成果物積載部３０９
にセットする（Ｓ２１０）。なお、格納容器１０２がセットされる際、格納容器１０２の
第２シャッタ１０７の係合部１０６が、成果物積載部３０９に設けられている不図示の突
起部に引っかかり、第２シャッタ１０７が開放される。この結果、原稿格納庫１１０、読
取原稿格納庫１０４及び成果物格納庫１２２の排紙ローラ側が開放される。
【００５６】
　ここで、制御部２５０は、装着検知センサ２５１により格納容器１０２が成果物積載部
３０９にセットされたかを判断する（Ｓ２１１）。なお、格納容器１０２が成果物積載部
３０９にセットされていない場合には（Ｓ２１１のＮ）、他のユーザなどが他の複写処理
や、ネットワークプリントを通常通り行う。
【００５７】
　一方、格納容器１０２が成果物積載部３０９にセットされていると判断した場合には（
Ｓ２１１のＹ）、内部メモリ２５２に格納されている読取原稿データに基づき、画像形成
を開始する（Ｓ２１２）。即ち、内部メモリ２５２に格納されている読取原稿データに基
づき、露光手段２３０により感光ドラム２２１を露光し、感光ドラム表面に静電潜像を形
成する。そして、この静電潜像を現像器２２３により現像して感光ドラム表面にトナー像
を形成し、このトナー像をシートに転写した後、定着することによりシート上に画像が形
成される。
【００５８】
　次に、このようにトナー像が形成されたシート、即ち成果物Ｓ１を排紙ローラ２２６に
より、格納容器１０２の成果物格納庫１２２に格納する（Ｓ２１３）。この後、このよう
に成果物Ｓ１が成果物格納庫１２２に順次格納され、やがて全ての成果物Ｓ１が格納され
ると、操作部２５３の表示部には、成果物Ｓ１が格納されたことを示す「格納終了」が表
示される（Ｓ２１４）。そして、このような表示が行われると、ユーザは格納容器１０２
を成果物積載部３０９から取り外す（Ｓ２１５）。
【００５９】
　なお、このように格納容器１０２を取り外した後、ユーザは第１シャッタ１０５を開放
して読取原稿格納庫１０４内の読取原稿Ｄ１を取り出し、更に成果物Ｓ１を成果物格納庫
１２２の第２の蓋１２０を開放することにより取り出す。
【００６０】
　このように、原稿画像を読み取る際には、原稿Ｄを格納した格納容器１０２を自動原稿
給送装置３００に取り付け、自動原稿給送装置３００により原稿Ｄをスキャナ部２０２に
搬送すると共に読取原稿Ｄ１を読取原稿格納庫１０４に格納する。また、成果物Ｓ１を排
出する際には、格納容器１０２をシート排出部２７１に着脱自在に取り付け、成果物Ｓ１
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を成果物格納庫１２２に格納する。
【００６１】
　これにより、複写操作を実際に行っている際に、複写しようとしている原稿の覗き見を
防止し、自動原稿給送装置３００に置かれている原稿や、成果物を実際に取り出して持ち
運ぶ際の安全性を保護することができる。また、複写する原稿の置き忘れ、成果物の混載
、他人による成果物の持ち去り等から発生する情報漏洩を防止することができる。
【００６２】
　つまり、原稿画像を読み取る際には、格納容器１０２を自動原稿給送装置３００に取り
付け、成果物が排出される際には格納容器１０２を成果物積載部３０９に取り付けること
により、原稿と成果物を同一の格納容器１０２に格納することができる。これにより、原
稿及び成果物の秘匿性を確保することができる。
【００６３】
　ところで、これまで説明したように本実施の形態においては、格納容器１０２を自動原
稿給送装置３００にセットした後、原稿画像を読み取り、この後、格納容器１０２を自動
原稿給送装置３００から取り外して成果物積載部３０９にセットするようにしている。
【００６４】
　しかし、このように構成した場合、ユーザが誤って、自動原稿給送装置３００から取り
外した格納容器１０２と異なる格納容器１０２を成果物積載部３０９にセットしてしまう
場合がある。
【００６５】
　そこで、このように自動原稿給送装置３００から取り外した格納容器１０２と異なる格
納容器１０２が成果物積載部３０９にセットされた場合には、内部メモリに格納されてい
るデータに基づく画像形成を行わないようにする必要がある。
【００６６】
　次に、このような自動原稿給送装置３００から取り外した格納容器と異なる格納容器が
成果物積載部３０９にセットされた場合には、内部メモリに格納されているデータに基づ
く画像形成を行わないようにした本発明の第２の実施の形態について説明する。
【００６７】
　図７は、本実施の形態に係る画像形成装置の一例である複写機に着脱自在に装着される
格納容器１０２の斜視図である。図７において、既述した図２と同一符号は、同一または
相当部分を示している。
【００６８】
　図７において、１３０は格納容器本体１０２ａの上面に設けられ、格納容器１０２の個
別識別を行うための被識別部の一例としての凹部である。また、成果物積載部３０９及び
自動原稿給送装置３００には、格納容器１０２を装着した際、この凹部１３０の位置を検
知する既述した図５に示す第１識別センサ２５４及び第２識別センサ２５５が、それぞれ
設けられている。
【００６９】
　なお、この凹部１３０と第１識別センサ２５４とにより、格納容器１０２を識別する第
１識別部が構成され、この凹部１３０と第２識別センサ２５５とにより、格納容器１０２
を識別する第２識別部が構成される。
【００７０】
　制御部２５０は、格納容器１０２が自動原稿給送装置３００にセットされたときに第１
識別センサ２５４からの信号に基づき、格納容器１０２の個別認識を行う。また、格納容
器１０２が成果物積載部３０９にセットされたとき、第２識別センサ２５５からの信号に
基づき、自動原稿給送装置３００から取り外した格納容器１０２と同一であるかを判断す
るようにしている。
【００７１】
　そして、成果物積載部３０９にセットされた格納容器１０２が、自動原稿給送装置３０
０から取り外された格納容器１０２と同一であると判断したときは、読み取られた画像を
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形成するために、画像形成プロセスを開始するようにしている。
【００７２】
　次に、このような本実施の形態に係る格納容器１０２を用いて行われる複写機２００の
複写動作について図８に示すフローチャートを用いて説明する。
【００７３】
　ユーザは、他人に見せたくない原稿を複写しようとする場合、まず複写する原稿Ｄを格
納容器１０２の原稿格納庫１１０に格納し（Ｓ５０２）、次に格納容器１０２を自動原稿
給送装置３００にセット（接続）する（Ｓ５０３）。この際、第２シャッタ１０７は、バ
ネに抗しながら下方回動し、これにより原稿格納庫１１０、読取原稿格納庫１０４及び成
果物格納庫１２２の給送部側が開放される。
【００７４】
　ここで、格納容器１０２がセットされると、制御部２５０は、自動原稿給送装置３００
に設けられている第１識別センサ２５４により、自動原稿給送装置３００にセットされた
格納容器１０２の個別認識信号を読み取り、内部メモリ２５２に記憶する（Ｓ５０４）。
次に、ユーザが操作部２５３に設けられたコピーボタンを押下すると（Ｓ５０５のＹ）、
原稿格納庫１１０に格納された原稿Ｄが自動原稿給送装置３００の給送部３０２によりプ
ラテンガラス２０３上の画像読み取り位置に搬送される。
【００７５】
　そして、この位置で画像読取手段２０４により原稿画像を読み取り、読み取った画像デ
ータを内部メモリ２５２に格納容器１０２の個別識別信号と関連付けた状態で格納する（
Ｓ５０６）。また、このように画像情報が読み取られた読取原稿Ｄ１は、排紙ローラ３０
７により格納容器１０２の読取原稿格納庫１０４に格納される（Ｓ５０７）。
【００７６】
　次に、このような原稿画像の読み取り及び読取原稿Ｄ１の格納を順次行い、やがて読取
原稿Ｄ１の読取原稿格納庫１０４への格納が全て終了すると、操作部２５３に設けられた
表示部には読取が終了したことを示す「読取終了」が表示される（Ｓ５０８）。そして、
このような操作部の表示の後、ユーザは格納容器１０２を、自動原稿給送装置３００から
取り外す（Ｓ５０９）。
【００７７】
　なお、このように格納容器１０２を取り外すと、第２シャッタ１０７は、バネにより原
稿格納庫１１０、読取原稿格納庫１０４及び成果物格納庫１２２の一側を塞ぐ位置に復帰
する。このため、格納容器１０２を取り外しても、読取原稿格納庫１０４から読取原稿Ｄ
１が、また原稿格納庫１１０に原稿Ｄが残っている場合には、この原稿Ｄも落下しないよ
うにすることができる。
【００７８】
　次に、自動原稿給送装置３００から取り外された格納容器１０２を成果物積載部３０９
にセットする（Ｓ５１０）。なお、このように格納容器１０２がセットされる際、第２シ
ャッタ１０７が開放され、この結果、原稿格納庫１１０、読取原稿格納庫１０４及び成果
物格納庫１２２の排紙ローラ側が開放される。
【００７９】
　ここで、制御部２５０は、装着検知センサ２５１により格納容器１０２が成果物積載部
３０９にセットされたかを判断する（Ｓ５１１）。なお、格納容器１０２が成果物積載部
３０９にセットされていない場合には（Ｓ５１１のＮ）、他のユーザなどが他の複写処理
や、ネットワークプリントを通常通り行う。
【００８０】
　一方、格納容器１０２が成果物積載部３０９にセットされていると判断した場合には（
Ｓ５１１のＹ）、次に第２識別センサ２５５により、成果物積載部３０９に挿入された格
納容器１０２の個別識別信号を読み取る（Ｓ５１２）。そして、内部メモリ２５２に、こ
の格納容器１０２の個別識別信号に一致した読み取り原稿データが有るかを確認する（Ｓ
５１３）。
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【００８１】
　ここで、個別識別信号と一致した読み取り原稿データが有る場合には（Ｓ５１３のＹ）
、内部メモリ２５２のデータに基づき、画像形成が開始され（Ｓ５１４）、シートにトナ
ー像が形成される。そして、このようにトナー像が形成されたシート、即ち成果物Ｓ１を
排紙ローラ２２６により、格納容器１０２の成果物格納庫１２２に格納する（Ｓ５１５）
。
【００８２】
　なお、このように成果物Ｓ１が格納容器１０２に格納され、やがて全ての成果物Ｓ１が
格納されると、操作部２５３の表示部には、成果物が格納されたことを示す「格納終了」
が表示される（Ｓ５１６）。そして、このような表示が行われると、ユーザは格納容器１
０２を成果物積載部３０９から取り外す（Ｓ５１８）。
【００８３】
　なお、個別識別信号と一致した読み取り原稿データが無い場合には（Ｓ５１３のＮ）、
操作部２５３の表示部に「終了」表示を行い（Ｓ５１７）、格納容器１０２を成果物積載
部３０９より取り外し（Ｓ５１８）、画像形成を終了する。
【００８４】
　以上説明したように、本実施の形態においては、格納容器１０２を識別する第１及び第
２識別部を設け、成果物積載部３０９にセットされた格納容器１０２と自動原稿給送装置
３００にセットされた格納容器１０２とが同一か否かを判断するようにしている。そして
、同一でないと判断した時には、操作部に同一でないとの旨の表示を行うと共に、内部メ
モリ２５２に記憶されている原稿データによる画像の形成を行わないようにしている。言
い換えれば、第１及び第２識別部の識別結果が同じ場合に画像形成動作を行うよう画像形
成部２２０を制御している。
【００８５】
　このように、本実施の形態においては、格納容器１０２の認識を行い自動原稿給送装置
３００にセットされた格納容器１０２と同一の格納容器１０２でしか成果物を取り出すこ
とができないようにしている。これにより、他の画像形成による成果物の混載や所有者以
外の者の成果物の持ち去りによる情報漏洩を防止することができ、原稿及び成果物の秘匿
性を確保することができる。
【００８６】
　なお、本実施の形態においては、識別部を凹部とセンサとにより構成したが、識別部の
構成は、これに限らない。例えば、識別部を、格納容器１０２に埋め込んだメモリチップ
等と、自動原稿給送装置３００及び成果物積載部３０９に設けられ、格納容器１０２に埋
め込まれたメモリチップを読み込むセンサとにより構成しても良い。
【００８７】
　なお、本実施の形態のように識別部を設けた場合、ユーザが予め原稿の読み取りを行っ
て内部メモリ２５２に原稿データを記録・格納しておき、この後、任意の時に格納容器１
０２を成果物積載部３０９にセットすることで、成果物を出力させることができる。そし
て、このような方法を用いた場合、複数のユーザが、それぞれ異なる格納容器を用いた場
合でも、機密保持を行いつつ同時に成果物を得ることができる。
【００８８】
　次に、このような複数のユーザが、それぞれ異なる格納容器を使用することができるよ
うにした本発明の第３の実施の形態について説明する。
【００８９】
　図９は、このような本実施の形態に係る格納容器を用いて行われる画像形成装置の一例
である複写機の複写動作を説明するフローチャートである。
【００９０】
　ここで、複数のユーザが、それぞれ異なる格納容器を使用する場合、メインルーチンが
スタートされると、まず格納容器１０２が自動原稿給送装置３００にセット（接続）され
ているかを判別する（Ｓ６０２）。次に、格納容器１０２が成果物積載部３０９にセット
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（接続）されているかを判別し（Ｓ６０３）、次に格納容器１０２が接続（セット）され
て無い状態で複写操作が行われたかを判別する（Ｓ６０４）。
【００９１】
　そして、自動原稿給送装置３００に格納容器１０２がセット（接続）されているかの判
別において（Ｓ６０２）、格納容器１０２の接続が確認された場合には（Ｓ６０２のＹ）
、図１０に示す格納容器原稿読み出しルーチン（Ｓ６１０）へ分岐する。
【００９２】
　また、格納容器１０２が成果物積載部３０９セット（接続）されているかの判別におい
て（Ｓ６０３）、格納容器１０２の接続が確認された場合には、図１０に示す格納容器成
果物出力ルーチン（Ｓ６２０）へ分岐する。なお、格納容器原稿読み出しルーチン（Ｓ６
１０）及び格納容器成果物出力ルーチン（Ｓ６２０）へ分岐しない状態で、複写機にて操
作が行われた際には、通常の複写機の動作が行われたと判別して不図示の複写動作ルーチ
ンへ分岐する。
【００９３】
　次に、図１０に示す格納容器原稿読み出しルーチンについて説明する。
【００９４】
　制御部は、第１識別センサ２５４自動原稿給送装置３００にセットされた格納容器１０
２の個別認識信号を読み取り、内部メモリに記憶する（Ｓ６１１）。次に、自動原稿給送
装置３００の給送部３０２によりプラテンガラス２０３上への原稿搬送を行う。この後、
画像読取手段２０４により、原稿画像を順次読み取り、読み取ったデータを内部メモリに
格納容器の個別識別信号と関連づけされた状態で格納する（Ｓ６１２）。
【００９５】
　次に、このように順次画像情報が読み取られた読取原稿Ｄ１は、排紙ローラ３０７によ
り格納容器１０２の読取原稿格納庫１０４に格納される（Ｓ６１３）。この後、読取原稿
Ｄ１の読取原稿格納庫１０４への格納が全て終了すると、操作部に設けられた表示部には
読取が終了したことを示す「読取終了」が表示される（Ｓ６１４）。そして、このような
操作部の表示の後、ユーザは格納容器１０２を、自動原稿給送装置３００から取り外す（
Ｓ６１５）。そして、このような動作が終了した後、メインルーチンへ戻る。
【００９６】
　次に、格納容器成果物出力ルーチン（Ｓ６２０）について説明を行う。この場合、自動
原稿給送装置３００から取り外された格納容器１０２が成果物積載部３０９にセットされ
ると、制御部２５０は、第２識別センサ２５５により、成果物積載部３０９に挿入された
格納容器１０２の個別識別信号を読み取る（Ｓ６２１）。そして、内部メモリに格納され
ている格納容器個別識別信号と関連付けられた読み取り画像データが有るかを確認する（
Ｓ６２２）。
【００９７】
　ここで、個別識別信号と関連付けられた読み取り画像データが有る場合には（Ｓ６２２
のＹ）、内部メモリのデータに基づき、画像形成が開始され（Ｓ６２３）、シートにトナ
ー像が形成される。
【００９８】
　次に、このようにトナー像が形成された成果物Ｓ１を排紙ローラ２２６により、格納容
器１０２の成果物格納庫１２２に格納する（Ｓ６２４）。ここで、このように成果物Ｓ１
が格納容器１０２に格納され、やがて全ての成果物Ｓ１が格納されると、操作部の表示部
には、成果物が格納されたことを示す「格納終了」が表示される（Ｓ６２５）。そして、
このような表示が行われると、ユーザは格納容器１０２を成果物積載部３０９から取り外
す（Ｓ６２７）。
【００９９】
　一方、個別識別信号と関連付けられた読み取り画像データが無い場合には（Ｓ６２２の
Ｎ）、操作部の表示部に「終了」表示を行い（Ｓ６２６）、格納容器１０２を成果物積載
部３０９より取り外し（Ｓ６２７）、メインルーチン（Ｓ６０１）へ戻る。



(13) JP 5072720 B2 2012.11.14

10

20

30

40

50

【０１００】
　このように構成することにより、格納容器１０２に対応した原稿からの成果物のみ、そ
の格納容器１０２に格納されるようになるので、他者が誤って成果物を取り出すことを防
ぐことができ、原稿及び成果物の秘匿性を確保することができる。また、本実施の形態の
ように構成することにより、一つの複写機（画像形成装置）で複数の格納容器を自在に使
い分けることができ、利便性が向上する。
【０１０１】
　なお、これまでの説明においては、原稿と読取原稿を分離して格納することができるよ
う、図２に示すような３層構造の格納容器１０２を用いたが、本発明は、これに限らない
。例えば、格納容器１０２を、図１１に示すように原稿及び読取原稿Ｄ１を同一の第１の
格納部１０４Ａに格納するようにして二層式の構成としても良い。この構成の場合、第１
の格納部１０４Ａへの原稿の格納及び読取原稿Ｄの取り出しは、第２シャッタ１０７を開
放することにより行う。
【０１０２】
　また、この格納容器１０２に機械的あるいは電子的な錠前手段を設けることにより、格
納容器１０２に格納された原稿及び成果物の保護が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０１０３】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る画像形成装置の一例である複写機の構成を示す
図。
【図２】上記複写機に着脱自在に取り付けられる格納容器の斜視図。
【図３】上記格納容器を上記複写機の原稿搬送装置に着脱自在に取り付けたときの状態を
示す図。
【図４】上記格納容器を上記複写機の成果物積載部に着脱自在に取り付けたときの状態を
示す図。
【図５】上記複写機の制御ブロック図。
【図６】上記複写機の格納容器を用いて行われる複写動作を説明するフローチャート。
【図７】本発明の第２の実施の形態に係る画像形成装置の一例である複写機に着脱自在に
装着される格納容器の斜視図。
【図８】上記複写機の格納容器を用いて行われる複写動作を説明するフローチャート。
【図９】本発明の第３の実施の形態に係る画像形成装置の一例である複写機の格納容器を
用いて行われる複写動作を説明する第１のフローチャート。
【図１０】上記複写動作を説明する第２のフローチャート。
【図１１】上記格納容器の他の構成を示す斜視図。
【符号の説明】
【０１０４】
１０２　　格納容器
１０３　　第１の蓋
１０４　　読取原稿格納庫
１０４Ａ　第１の格納部
１０５　　第１シャッタ
１０７　　第２シャッタ
１１０　　原稿格納庫
１２０　　第２の蓋
１２２　　成果物格納庫
１３０　　凹部
２００　　複写機
２００Ａ　複写機本体
２０１　　画像読取装置
２０２　　スキャナ部
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２２０　　画像形成部
２５０　　制御部
２５１　　装着検知センサ
２５２　　内部メモリ
２５３　　操作部
２５４　　第１識別センサ
２５５　　第２識別センサ
２７０　　排紙トレイ
２７１　　シート排出部
３００　　自動原稿給送装置（ＡＤＦ）
３０９　　成果物積載部
Ｄ　　　　原稿
Ｄ１　　　読取原稿
Ｓ　　　　シート
Ｓ１　　　成果物

【図１】 【図２】
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